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Ⅰ．計画の概要 

１．策定の背景・目的 

第六次会津坂下町振興計画及び、第三次行政経営改革プランの、歳入の確保・財政健全化の

推進を達成するために、財政シミュレーションを示した財政健全化アクションプラン（以下、「ア

クションプラン」という。）を策定するものです。 

 

２．計画期間 

財政の健全化には、10 年程度は財政状況を注視する必要がありますが、財政健全化最重点期

間である令和 6年度までをアクションプランの計画期間とします。 

 

Ⅱ．財政の現状 

１．普通会計決算状況の推移 

 （１）歳入決算額の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   税収は、増加傾向にありましたが、令和 2 年度に発生した新型コロナウイルス感染症の影響

により、今後は減少が見込まれます。地方交付税は、地方の一般財源同水準ルールの継続によ

り、大幅な減額はないと見込まれます。 

   歳入全体としては、令和 2 年度、令和 3 年度に新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時

交付金により大きく増加し、令和 3 年度は、普通交付税の追加交付やふるさと納税寄附金、坂

下厚生総合病院建設負担金の財源として過疎対策事業債 6 億 1,700 万円の借入により、さらに

増加しましたが、10 年間全体では、減少傾向にあります。 
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 （２）歳出決算額の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   平成 24 年度の決算額は、教育施設適正配置事業・除染対策事業による投資的経費及び、地域

給付金による扶助費の増によるものです。令和 3 年度の決算額は、子育て世帯や、住民税非課

税世帯への臨時特別給付金による経済対策、新型コロナウイルス感染症ワクチン接種事業及び、

坂下厚生総合病院の建設負担金の増 定額給付金の経済対策及び、ワクチン接種事業の増によ

るものです。10年間の歳出全体としては、投資的経費の抑制により、やや減少傾向にあります。 

 

 （３）実質単年度収支と基金残高の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地方自治体の歳出は、社会保障費など住民生活に直結し削減できないものがほとんどです。

一方、財源となる地方税や地方交付税は増減がありますので、収支が赤字となった場合には財

政調整基金を取り崩して収支の均衡を図っています。実質単年度収支は、平成 23 年度以降赤字

が続いていましたが、近年は財政健全化の取り組みにより、黒字化が図られており、基金残高

も増加しています。 
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 （４）地方債残高と公債費の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    地方債の残高は、平成 23 年度から平成 27 年度にかけて実施された教育施設適正配置事業

の起債により平成 26 年度でピークとなり、その後減少してきています。 

    公債費は、同施設整備事業による起債の償還が開始された平成 26 年度から上昇し、令和 5

年度までは年間の公債費が 10 億円を超える見込みです。 

 

２．健全化判断比率等の推移 

 （１）経常収支比率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 28 年度以降は、横ばいで推移しています。令和 3 年度は、国の補正予算による追加交付

された普通交付税及び、ふるさと納税寄附金の増により経常収入が増加したことで 83.2％とな

りました。 
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 （２）実質公債費比率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 26 年度以降は、教育施設適正配置事業にかかる施設整備での起債の償還が開始されたこ

となどにより、ほぼ横ばいとなっていましたが、平成 30 年度以降は減少に転じています。 

 

 （３）将来負担比率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育施設適正配置事業にかかる施設整備で平成 24 年度に上昇したものの、その後は着実に減

少傾向にあり、令和 3年度には 49.1％となりました。 

 

 （４）財政力指数の推移 

 

 

 

 

 

 

財政力指数は、3 年間の平均で算出するため、急激な変化はありませんが、徐々に改善し、

令和 3 年度は 0.37 となっています。 
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 （５）健全化判断比率等の類似団体との比較（令和２年度決算） 

 会津坂下町 福島県平均 全国平均 類似団体順位 

経常収支比率 

（低いほど良い） 
85.6 88.9 93.1 14/33 

実質公債費比率 

（低いほど良い） 
12.2 6.1 5.7 28/33 

将来負担比率 

（低いほど良い） 
64.5 0.0 24.9 28/33 

財政力指数 

（高いほど良い） 
0.38 0.47 0.51 22/33 

全ての健全化判断比率で、改善が進んでいるものの、類似団体と比較すると、劣位にありま

す。 

 

３．財政の状況 

リーマンショックや東日本大震災という大きな外的要因はあったものの、これまでは財政調

整基金等で年度間の調整を実施しながら均衡を保ってきました。 

 令和 2年度普通会計決算における経常収支比率は 85.6％、実質公債費比率は 12.2％、将来負

担比率は 64.5％となっており、いずれも国が示す早期健全化基準には至っていないものの、類

似団体との比較から、決して楽観できるものではありません。 

また、令和 3 年度末の財政調整基金の残高 6 億 3,378 万円は、最低限必要と言われる標準財

政規模の 10％を確保しましたが、まだまだ充分といえる残高ではなく、全国的にも自然災害が

多く発生している昨今、基金残高の確保は喫緊の課題です。 

さらに、令和 5 年度までは、義務的経費である公債費の支出が年間 10 億円を超えており、歳

出の多くを占めています。これは、農業生産基盤整備事業、教育施設適正配置による施設整備

など、必要な時に必要な事業を実施してきた結果でもあります。事業が一段落している現在は、

公共事業などの投資的経費を抑制しながら、公債費の負担軽減を図っていく必要があります。 

 

 

Ⅲ．収支の見通しと課題 

１．収支の見通しと課題 

  （１）財政シミュレーションの条件 

令和 5 年度当初予算編成前に、今後 10 年間の事業計画や予算の見通しを示していただ

き、令和 5 年度当初予算要求額により調整し、それを集計する方法で作成しました。 

新庁舎の建設については、令和 8 年度に起債を活用した建設方式で実施し、令和 9 年度

から 20 年間で償還する想定となっています。 

(※14) 

(※15) 

(※16) 

(※13) 
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（２）財政シミュレーションの結果 

１１ページの、「Ⅵ－１ 令和４年度作成 財政シミュレーション」のとおりです。 

この結果、ふるさと納税の増収による繰入金の増額により、収支が黒字となる見通しと

なりました。 

 

  （３）将来を見据えた財政運営の課題 

      令和 8 年度以降は地方債の一部償還完了などにより公債費が縮小するものの、新庁舎

建設費の負担が生じます。歳入の確保と、将来負担を減らす取り組みが必要となります。 

      各公共施設も老朽化が進んでおり、適切な修繕・維持管理を実施しなければならない

状況で、その適正管理とともに財源の確保に向けた取り組みも必要です。 

 

Ⅳ．財政健全化に向けた目標 

１．財政健全化に向けた目標 

 （１）収支の黒字化 

シミュレーション期間中の収支の均等をアクションプランの最大の目標とします。 

 

 （２）財政調整基金と、行政センター建設整備基金の確保 

     令和 3 年度末の財政調整基金の残高、6 億 3,378 万円は、最低限必要と言われる標準財政

規模の 10％は確保しましたが、単年度収支が赤字となる場合に財源を調整する役割を十分

に果たす規模とはいえず、さらなる積み立てが必要です。 

また、令和 3 年度末の行政センター建設整備基金の残高、5 億 8,177 万円は、新庁舎建

設事業の建設前の用地買収、建物補償、測量設計等の費用分は確保しましたが、その後の

建設費までは賄い切れない規模となっています。 

財政調整基金などの基金の積み立てを行い、将来の財政負担の軽減を図っていきます。 

 

 （３）実質公債費比率の改善 

     令和 3 年度の実質公債費比率は 11.0％、財政力指数は 0.37 となっています。これは、公

債費の占める割合が原因であり、これを解消しなければ収支の均衡が保てないことから、

当面は実質公債費比率が 10％を下回ることを目標に投資的経費の圧縮を図っていきます。 
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Ⅴ．具体的な取り組み内容 

 １．歳入の確保 

  （１）町税等の確保 

      税の徴収率は、高水準で推移しており、適正な課税とともに、厳格に差押等の滞納処分

を実施し、納期内納付を促していくことで、徴収率を維持し、歳入の確保に努めます。 

 

  （２）受益者負担の見直し 

      行政サービスの対価としての応分の負担という受益者負担の原則の考えから、令和 2

年 4 月より、利用者の受益の範囲内で使用料・手数料の見直しを実施しました。 

 

  （３）町有財産の有効活用 

    ①未利用財産の積極的な活用・処分 

      公共施設等総合管理計画により公共施設の適正配置や維持管理に取り組みますが、具

体的な利活用が定まっていない財産については、積極的に活用・処分を実施します。 

    ②ネーミングライツ事業 

ＢＭＩ球場と同様に、公共施設での積極的な活用を推進していきます。 

新たなネーミングライツなどで、財産収入の増加に取り組みます。 

 

  （４）ふるさと納税の推進 

      令和 4 年度のふるさと納税額は、3億 5,000 万円となり、自主財源の確保が図られてい

ます。今後も新たな寄附者の獲得と本町のファン（リピーター）になっていただけるよ

うな魅力的な地元産品の発掘により、寄附額の増加に積極的に取り組みます。 

      令和 6 年度のふるさと納税額を 2 億 1,000 万円とします。令和 7 年度以降は、1,000

万円ずつ増加し、令和 14 年度には 2 億 9,000 万円とします。 

 

 ２．歳出の抑制 

  （１）起債の抑制 

      実質公債費比率を目標値に近づけていくため、また、財政シミュレーションの結果に

よる将来の財源不足解消のため、令和 6 年度までの財政健全化重点期間は、引き続き、

臨時財政対策債及び災害発生等の特段の事情を除き、起債の上限額を 2 億円として事業

の調整を図ります。 

    ※令和 6 年度 県有地取得 2億 2,500 万円 

    ※令和 7 年度 国営かんがい排水事業負担金（南部地区） 2億 3,750 万円 

    ※令和 8 年度 新庁舎建設 18 億 7,500 万円 

    ※令和 9 年度 現役場庁舎周辺跡地利活用整備 8 億円 
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  （２）委託料の適正化 

     委託内容や積算方法の見直しを実施し、適正化を図ります。 

 

  （３）補助金及び負担金の適正化 

      令和 2 年度に、「必要性」「公益性」「有効性」「効率性」の観点から見直しを実施しま

した。今後は、所管課が毎年チェックし、適正な補助金の運用を実施します。 

 

  （４）公共施設運営等の見直し 

      各施設の老朽化が進むなか、町全体で適正な公共施設の配置を検討し、合わせて管理・

運営方法についても見直しを実施します。 

      なお、温泉施設は令和 3 年度をもって指定管理を終了します。 

 

  （５）繰り上げ償還の実施 

      公債費が大きな負担となっていることから、可能な範囲で繰り上げ償還を実施し、金

利が高い時点で起債した地方債の金利の負担軽減を図っていきます。 

 

  （６）人件費の適正管理 

      新たな行政需要に対応する専門職を的確に配置しつつも、会計年度任用職員の雇用を

最低限に抑え、人件費の適正管理に取り組んでいきます。 

 

  （７）その他事務事業の見直し 

      会津坂下町行政経営改革プランにより、事業の効率化、適正化を実施するとともに、

改めてゼロベースでの事業内容の精査を実施し、各課での査定結果の可視化など、査定

方法の見直しを実施します。 
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【参考】財政用語の説明 

 

(※1) 普通会計 

    町の会計には、一般会計以外に特別会計があります。この特別会計のうち、地方公営事業会計以外の

会計と一般会計の合計を普通会計といいます。本町の場合、一般会計と坂下東第一土地区画整理事業特

別会計の合計が普通会計となります。 

(※2) 地方交付税 

    地方財源の均衡化を図り、かつ地方行政の計画的な運営を保障するために、国税のうち、所得税、法

人税、酒税、消費税のそれぞれ一定の割合並びに地方法人税の全額を、国が地方自治体に対して交付す

る税です。普通交付税と特別交付税があります。 

(※3) 扶助費 

    社会保障制度の一環として、各種法令に基づいて町が実施する給付などです。（例：児童手当、乳幼

児・児童医療費など） 

(※4) 実質単年度収支 

当年度の実質収支から前年度の実質収支を差し引いた額を単年度収支というが、この単年度収支から、

実質的な黒字要素（財政調整基金への積立金、地方債の繰上償還額）を加え、赤字要素（財政調整基金

の取崩し額）を差し引いた額です。 

(※5) 基金 

町が条例の定めるところにより、特定の目的のために資金を積み立て、財産の維持や事業費の財源と

するために準備しておく貯金のようなものです。年度間の財源不足に備える財政調整基金のほか、償還

に充てる減債基金、特定の事業の財源とする公共施設整備基金などがあります。 

(※6) 地方債 

    町が１会計年度を超えて行う借入のこと。公共施設の整備などの財源とすることで後世の住民が地方

債の償還という形で整備費を負担することで世代間の負担の公平を図ることや、一度に多額の財源を必

要とする場合に、10 年、20 年などと長期に分割、平準化することができます。 

(※7) 公債費 

 町が発行した地方債の元利償還等に要する経費。いわゆる借金の返済金にあたるものです。 

(※8) 健全化判断比率 

    実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率の 4つの財政指標の総称。このい

ずれかの基準が一定基準以上となった場合には、財政健全化計画又は財政再生計画を策定し、財政の健

全化を図らなければなりません。 
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(※9) 経常収支比率 

    財政の弾力性を判断する指標で、人件費・扶助費・公債費などのように毎年経常的に支出される経費

（経常経費）に充当された一般財源の額が、地方税・普通交付税を中心とする毎年度経常的に収入され

る一般財源、減収補てん債特例分及び臨時財政対策債の合計額に占める割合。比率が高いほど財政の硬

直化が進んでいることを表します。 

(※10) 実質公債費比率 

    一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の財政標準規模を基本とした額に対する比率で

す。借入金（地方債）の返済額及びこれに準ずる額の大きさを指標化し、資金繰りの程度を示す指標で

す。 

(※11) 将来負担比率 

 公社や損失補てんを行っている出資法人等に係るものも含め、町の一般会計等が将来負担すべき実質

的な負債の標準財政規模を基本とした額に対する比率。町の一般会計等の借入金（地方債）や将来支払

っていく可能性のある負担等の現時点での残高を指標化し、将来財政を圧迫する可能性の度合いを示す

指標です。 

(※12) 財政力指数 

    基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の過去 3 年間の平均値。財政力指数が高いほど、

普通交付税算定上の留保財源が大きいことになり、財源に余裕があるといえます。 

(※13) 類似団体 

    全国の地方自治体を人口規模や産業構造で細分化して 35 のグループに分け、その中で同じグループ

に所属する地方自治体のことです。 

(※14) 早期健全化基準 

    財政収支の著しい不均衡な状況その他の財政状況が悪化した状況において、自主的かつ計画的にその

財政の健全化を図るべき基準として、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比

率のそれぞれについて定められた数値です。 

 実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率 

早期健全化基準 15.0 20.0 25.0 350.0 

財政再生基準 20.0 30.0 35.0 － 

(※15) 標準財政規模 

    標準的な状態で通常収入されるであろう経常的一般財源の規模を示すもので、標準課税収入額等に普

通交付税、臨時財政対策債発行可能額を加算した額です。 

(※16) 投資的経費 

    道路、橋りょう、公園、学校、公営住宅の建設など、社会資本の整備に要する経費のこと。災害復旧

事業なども含まれます。 

 



ⅥⅥⅥⅥ．．．．１１１１　　　　令和令和令和令和４４４４年度作成年度作成年度作成年度作成　　　　財政財政財政財政シミュレーションシミュレーションシミュレーションシミュレーション
（単位：千円）

○○○○歳入歳入歳入歳入
R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

町税 1,512,427 1,490,384 1,493,690 1,501,717 1,477,674 1,480,980 1,489,007 1,464,964 1,468,270 1,476,297

地方譲与税 84,552 83,705 82,866 82,035 81,213 80,399 79,594 78,797 78,007 77,226

利子割交付金 671 664 657 650 643 636 629 622 615 608

配当割交付金 4,401 4,356 4,312 4,268 4,225 4,182 4,140 4,098 4,057 4,016

株式等譲渡所得割交付金 2,835 2,806 2,777 2,749 2,721 2,693 2,666 2,639 2,612 2,585

法人事業税交付金 29,000 28,710 28,422 28,137 27,855 27,576 27,300 27,027 26,756 26,488

地方消費税交付金 424,871 420,622 416,415 412,250 408,127 404,045 400,004 396,003 392,042 388,121

環境性能割交付金 3,594 3,558 3,522 3,486 3,451 3,416 3,381 3,347 3,313 3,279

地方特例交付金 14,171 14,029 13,888 13,749 13,611 13,474 13,339 13,205 13,072 12,941

地方交付税 3,032,733 3,008,860 2,988,707 2,970,863 2,883,974 2,847,592 2,856,463 2,840,360 2,817,404 2,795,404

交通安全対策特別交付金 1,223 1,210 1,197 1,185 1,173 1,161 1,149 1,137 1,125 1,113

分担金及び負担金 140,248 138,845 137,456 136,081 134,720 133,372 132,038 130,717 129,409 128,114

使用料及び手数料 101,998 100,978 99,968 98,968 97,978 96,998 96,028 95,067 94,116 93,174

国庫支出金 554,259 551,622 557,823 591,939 588,126 584,078 612,710 572,012 619,675 595,352

県支出金 701,282 658,347 654,256 637,395 636,414 645,053 653,646 658,988 667,135 653,093

財産収入 9,177 9,059 9,059 9,059 9,059 9,059 9,059 9,059 9,059 9,059

寄附金 200,100 210,100 220,100 230,100 240,100 250,100 260,100 270,100 280,100 290,100

繰入金 320,456 231,036 290,700 621,210 134,100 139,100 194,100 149,100 154,100 159,100

繰越金 140,000 140,000 141,099 145,706 140,226 144,501 140,581 140,142 141,492 140,436

諸収入 107,052 105,981 104,921 103,871 102,832 101,803 100,784 99,776 98,778 97,790

町債（臨時財政対策債） 36,950 36,765 36,581 36,398 36,216 36,034 35,853 35,673 35,494 35,316

町債（その他） 188,000 425,000 437,500 2,075,000 958,000 152,000 143,000 143,000 160,000 160,000

歳入合計 7,610,000 7,666,637 7,725,916 9,706,816 7,982,438 7,158,252 7,255,571 7,135,833 7,196,631 7,149,612

○○○○歳出歳出歳出歳出 （単位：千円）

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

人件費 1,647,964 1,674,820 1,689,060 1,677,759 1,670,248 1,654,293 1,654,429 1,646,234 1,637,244 1,618,791

物件費 1,120,035 1,138,273 1,166,601 1,129,262 1,154,935 1,187,597 1,249,715 1,126,493 1,154,020 1,123,334

維持補修費 200,907 181,351 178,910 178,642 178,242 178,242 178,242 178,242 178,242 178,242

扶助費 662,985 674,415 688,138 702,606 717,854 733,920 750,843 768,664 787,424 807,740

補助費等 1,165,713 1,159,647 1,191,514 1,171,314 1,195,886 1,185,190 1,197,190 1,204,084 1,232,716 1,213,687

公債費 1,099,374 995,330 847,550 729,309 698,763 744,430 775,098 723,770 675,678 638,855

積立金 122,945 123,905 129,828 134,799 139,799 144,799 149,917 154,917 159,917 164,916

繰出金 1,024,058 997,439 1,037,503 1,037,232 1,036,693 1,033,313 1,037,177 1,049,070 1,051,137 1,065,092

投資出資 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

貸付金 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000

普通建設事業費 514,532 660,143 730,891 2,885,452 1,125,302 235,672 202,602 202,652 259,602 277,782

災害復旧費 4,215 4,215 4,215 4,215 4,215 4,215 4,215 4,215 4,215 4,215

予備費 21,272 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

歳出合計 7,610,000 7,665,538 7,720,210 9,706,590 7,977,937 7,157,671 7,255,428 7,114,341 7,196,195 7,148,654

収収収収　　　　支支支支 0000 1,0991,0991,0991,099 5,7065,7065,7065,706 226226226226 4,5014,5014,5014,501 581581581581 142142142142 1,4921,4921,4921,492 436436436436 959959959959

財政調整基金残高（収支分措置後） 636,530 639,410 650,116 555,342 564,843 570,424 525,566 532,058 537,494 543,452
新庁舎建設基金残高 670,646 558,710 392,110 0 0 0 0 0 0 0
職員定数（見込） 172 172 172 172 171 169 168 167 167 167

第六次振興計画　後期 第七次第六次振興計画　前期

11



１１１１．．．．歳入歳入歳入歳入

地方税

個人均等割・所得割
R6以降は、R5当初予算額を基本とし、人口減少と、エネルギー・資材費高騰等による基幹
産業の農業所得への影響を考慮し試算。

法人均等割・税割
R6以降は、R5当初予算額を基本とし、ロシア・ウクライナ問題によるエネルギー高騰、円安
による影響等があるが、メガステージ分の増額も見込まれるため、ほぼ横ばいと試算。

固定資産税
R6以降は、評価替え年度に1,700万円程度減額、次年度、次々年度は増額と、評価替えを
基準に3年サイクルで推移すると試算。

その他
軽自動車税は、R6以降は、R5当初予算額を基本とし人口減少を考慮し試算。
たばこ税は、R6以降は、R5見込本数を基本に、禁煙環境の影響や健康志向による喫煙者
数の減少を考慮し前年の99.3％とした。

地方譲与税
R5は国資料をもとに試算。
R6以降は、人口減少により前年の99％で試算。

R5は国資料をもとに試算。
R6以降は、人口減少により前年の99％で試算。

R5は国資料をもとに試算。R6以降は、人口減少により前年の99％で試算。

R5は国資料をもとに試算。R6以降は、人口減少により前年の99％で試算。

R5は国資料をもとに試算。R6以降は、人口減少により前年の99％で試算。

地方交付税

普通交付税
R5は国資料をもとに試算。R6以降も、地方財政同水準ルールは継続すると見込み、人口
減少により前年の99.5％で試算。公債費は、起債のシミュレーションに合わせ試算。

特別交付税 各年度の事業見込等により試算。

震災復興特別交付税 各年度の事業見込等により試算。

R5は国資料をもとに試算。R6以降は、人口減少により前年の99％で試算。

分担金及び負担金 R5は項目ごとの積算により試算。R6以降は、人口減少により前年の99％で試算。

使用料及び手数料 R5は項目ごとの積算により試算。R6以降は、人口減少により前年の99％で試算。

国・県支出金 各事業の実施計画にあわせ、現在の補助基準により計上。

財産収入
R5は項目ごとの積算により試算。R6は評価替えにより前年の98.7％で試算し、以降は同額
で試算。

寄附金
R5は当初予算で計上。R6は、ふるさと納税は2億1,000万円、その他の一般寄付は10万円
として計上。R7以降は1,000万円ずつ増加で計上。

繰入金
財政調整基金繰入は、前年度のふるさと納税分の基金積立分を繰り入れとし計上。
廃棄物基金繰入は1,400万円定額計上。
庁舎基金繰入は、R8までは庁舎建設事業費分全額を繰り入れとし計上。

繰越金 各年度の執行残1億4,000万円に、全体収支の黒字分を加算して計上。

諸収入 R5は項目ごとの積算により試算。R6以降は、人口減少により前年の99％で試算。

地方債 特殊事情を除き単年度2億円以内で、各事業に、過疎債を可能な限り適用し、試算。

うち臨時財政対策債 R5は国資料をもとに試算。R6以降、人口減少により前年の99.5％で試算。

ⅥⅥⅥⅥ．．．．２２２２　　　　財政財政財政財政シミュレーションシミュレーションシミュレーションシミュレーション条件表条件表条件表条件表

利子割、配当、株式譲渡所得交
付金、環境性能割交付金

法人事業税交付金

地方特例交付金
（減収補てん）

地方消費税交付金

交通安全対策特別交付金
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２２２２．．．．歳出歳出歳出歳出

　各事業単位での事業計画を原課に作成依頼し、積み上げによる方法で作成。

人件費 議員数、職員数等の増減等により計上。また選挙事務の周期により増減。

委託料、賃借料、需用費、役務費

維持補修費
除雪経費はR5は項目ごとの積算により試算。
R6以降、各施設の修繕は年間4,000万円以内で計上。

扶助費 各事業の事業計画に基づき計上。

補助費等 一部事務組合負担金、水道事業会計（法適）への補助、単独補助金の推移を反映。

公債費 既発債、新発債の元利償還金の積み上げ（新発債はR6以降の事業計画に合わせて積算）

積立金
財政調整基金積立は、当該年度のふるさと納税寄附金から経費を除いた分を積立てで計
上。

投資および出資金 なし。

貸付金 各事業の事業計画に基づき計上。

繰出金
国民健康保険特会、介護保険特会、後期高齢者医療特会、坂下東特会、下水道特会、農
業集落排水特会、上水道会計、基金繰出金のそれぞれについて、収支見通しを作成し繰
出金の額を計上。

普通建設事業費
各事業の事業計画（R6県有地購入事業費3億円、R7国営かん排償還事業3億390万円含
む）に基づき計上。除雪機械は導入予定により計上。庁舎建設事業分も事業計画に基づき
計上。

災害復旧事業費 R5の当初予算額で計上。

物件費
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